
行方市・法第22条区域

指定区域：

行方市（旧麻生町）の一部
（行方市麻生,行方市富田,行方市粗毛の各全域）

指定年月日 昭和27年11月15日

青線内が法第22条指定区域
※位置の詳細は行方市都市建設課
に確認願います。

図示範囲

行方市

行方市役所 麻生庁舎

※都市計画図は平成30年時点のものです。
※用途地域は都市計画図掲載ページで確認いただくとともに市町村窓口へお問い合わせください。

https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page001515.html

